
（別添） 

公害関係基準のしおり（令和８年(2026年)３月）主な改正点 

ページ 改   正   内   容   等 

１ 人の健康の保護に関する環境基準の改正により、測定方法等を変更 

２ 地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正により、測定方法等を変更 

３ 人の健康の保護に関する環境基準等の改正により、指針値等の記載を変更 

４～７ 生活環境の保全に関する環境基準の改正により、測定方法を変更 

16 光化学オキシダントに係る環境基準の改定により、環境上の条件と測定方法を変更 

21、22 土壌の汚染に係る環境基準の改正により、測定方法等を変更 

26、27 
ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜

硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準を改正 

70 大気汚染防止法施行規則の改正により、特定工作物に係る資格者について追記 

97 
土壌溶出量調査に係る測定方法の改正及び、土壌含有量調査に係る測定方法の改正により、

測定方法を変更 

116 第７期野尻湖水質保全計画の策定を行い、水質目標及び透明度を変更 

117～

122 

各基準値等の最終改正日を更新、水質基準項目及び水質管理目標設定項目の項目、基準値及

び目標値を最新の内容に変更 

123 D-D（1,3-ジクロロプロペン）の水濁指針値、水産指針値を改正 

124 各基準値等の最終改正日を更新、指導指針値を最新の通知内容に変更 

128 放射能に係る基準値等の廃棄物から再生利用の項目を削除 
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